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１．自治基本条例の見直しの検討  

 

（１）見直し検討委員会及び市民アンケートにおける主な意見について 

  第１回検討委員会や市民アンケートで出された条例見直しに関する意見を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

（２）見直し検討委員会における意見について 

自治基本条例の見直しの検討として、検討委員会で出された意見を提案します。 

 

《意見に該当する項目》 

（関係条項なし）  １．自治基本条例のあらゆる世代に対応した周知活動 

（第８条関係）   ２．子ども、若者、次世代を担う人たちの市政参画につながる仕組みづく

り 

（第８条関係）   ３．子ども、若者、次世代を担う人たちが日田を離れても、戻って来られ

（第 27 条関係）    るような地域の魅力発信 

（第 19 条関係）     ４．市政に関してのわかりやすい情報発信 

           

 

 

 

 

 

 

（3）条例の見直しに関する提言について 

日田市自治基本条例見直し検討委員会での検討結果として、別冊「日田市自治基本条例の見直

し等に関する提言」のとおり取りまとめることについて提案します。 

 

《条例の見直しが必要と判断するもの》 

なし 

 

《取組の拡充等が必要と判断するもの》 

（関係条項なし）  １．自治基本条例のあらゆる世代に対応した周知活動 

（第８条関係）   ２．子ども、若者、次世代を担う人たちの市政参画につながる仕組みづく

り 

（第８条関係）   ３．子ども、若者、次世代を担う人たちが日田を離れても、戻って来られ

（第 27 条関係）    るような地域の魅力発信 

（第 19 条関係）     ４．市政に関してのわかりやすい情報発信 

資料参照 

「令和７年度 自治基本条例見直しに関する主な意見」【資料１】 

資料参照 

「自治基本条例に対する意見と対応について（案）」【資料２】 
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２．自治基本条例の見直しに関する手続き等について  

 

（１）条例の改正について 

日田市自治基本条例見直し検討委員会による検討結果については、日田市自治基本条例第 29

条第１項に規定する「市民参画による検討の結果」として、提言書に取りまとめて市長に提出し

ます。提言を受けた市長は、同条例第 29 条第２項の規定に従い、条例の見直しや必要となる措

置を検討のうえ実施することとなります。 

 

 

 

 

 

資料参照 

「日田市自治基本条例の見直し等に関する提言（案）」【資料３】【資料４】 

 


